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米国アクセス協定はフィリピン憲法 ・主権の侵害だ

阿arch15， 2014 パヤン事務局長 レナート ・レイエス Jr

フィリピン政府が米軍に無期限睡制限にフィリピンの基地を利用することを併すのであれば、フィリピンの

憲法と国家主権を侵害することになる.

いわゆる『米国との枠組み協定」はまさにフィリピン基地へのアクセスを可能にする協定を装った事実上の基

地協定である.

米閏はフィリピン基地へのアクセスのみならず、フィリピンの越地施設内に自らの施設をつくる能力も獲得す

ることだろう.米軍はまた、武器 ・装備を配置し、上限まで駐佃 L、数量期間共に無制限に軍隊を配置するこ

とを許されるであろう.この協定は、事実上の基地協定としての特性を全て耐えている.

米軍にフィリピン~!の股備へのアクセスを許し、米国にフィ日ピンの基地般備内に米国の設備を作ることを許

すようなことは今に始まったことではない.2002年からずンポアンガに駐腐している米国特殊部隊である

JSOTF-P (フィリピン統合特殊作鞍任務部隊勺によって既に行われている.ヲヴァロ基地内の米軍施設は、フ

ィリピン人にはアクセスできない.米軍はずンポアンガにこの12年間駐備してきたが、出てい〈計画もタイムテ

ープルも明らかになっていない.7ィリピンの交渉小委員会によると、米国はフィ リピン基地内の米軍施般に関

する権限を決して放棄しないtいうことだ.

フィ リピン底地内の米国の駿備に対するフィリピンのアクセスはこの協定によっては保駐されておらず、相変

わらず米国によるいわゆる『迎世上町安全と警備上の配慮jによって規定されるだろう.これらの多くは

2014.3.14の記者会見によって認められた.米国は米軍人に対する司法捕と保護監督権のみならず、 一方的な

VFAをも肱棄するつもりもない.未聞はかれらの施設への査察を幣可しない.大量破巌兵骨量を含む兵器の積荷な

どその最たるものである.

協定の名称を変えて n曽加したローテーション配備」の文曹を折略したことにより、この協定の真意が隠され

ている.相変わらずフィリピンにおける米1艇の存在がかなりの程度噌加し、よりいっそうフィリピンの主梅が侵

害される協定のままである.

このアクセス協定を行政協定の形で通すことは、フィ リピン憲法に途反する.

アィリピン憲法では、両院で条約が批准されないl唖り、外国に基地を提供することは認められない.行政協定

でアクセス協定を行おうとすることは、厳密な条約の批准を飛ばして協定の承認を拙速に行い、詳細のほとんど

を国民に隠したままにするということを意味する.アクセス協定は、 VFAを熟慮するどころか、冷戦時代の2基地
協定に逆戻りするものである.

私たちは、フィリピン政府に‘米国に提案したアクセス協定の下書きを公にするように求める.そしてアキノ

政績に、すでに合意された内容を全て公にするよう求める.

忍たちは、このアクセス協定が調印されるようなことになれば、路上や最高級liiiで抗議行動を行う.

米軍が糟えるこkは、 7ィリピン国民の利益に従ったものではない.米軍が地えても、フィリピン国軍の現代

化にもつながらなければ、中国の領海侵害に対抗する手段にもならない.このアクセス協定によって、フィ Mピ

ンは米国のアジアへの必軸戦略下における、パローゲームの手先となるリスタを負うにすぎないのだ.

1訳註 初日2年にフィリピン人派遣され r7ィリピン不朽の自由作臨Jに従事した派遣制Rの後身。誌報活動、

秘符任務、不正工作などの特鉢所副Jのために配備されているとされている.実戦iこ重参加しているとの自盤情報も

寄せられている.ローランド ・シンプーラン著『フィリピン民衆VS米箪駐留 基地完全撤去と VFA.!に詳しい。



米軍ブレゼンス強化

サンチャゴ上院外交委員長、新枠組みの発効には上院批准が必要止由見解強調
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フィリピンの米軍ブレゼンスを強化する新たな枠組み簸定で、サンチヤゴ上院舛交委員長は 14日、

記者団に対L、同枠組み合意の発効には上院批ilが必要との見解を重ねて強闘した.新枠組み

は4月後半のオパマ米大統領来比時に署名されるとの見方カ句童まっているが、上院の出方によ

っては『発効』の時期が遅れ、アジア太平洋地峨における米軍再編の動きに膨嘗を与える可能性

がある.

共和国憲法によると、条約など国際協定の発効には圭上院議員の3分自2以上の同意が必要だ

が‘アキノ現政権は新枠組みを『比米相互防衛条約に付随する行政協定Jと位置付けて.よ院批

准は不要との立場を取っている.

これに対し、法曹界出身のサンチャゴ委員長は?行政協定は条約に付随する施行細則を定めるだ

け 米軍による国軍施段の利用鉱大や一時施般の建段などを定める新枠組みは‘舛国軍の駐留

や施政建設を原則禁じた憲法に絡む問題で、条約と同様に扱うべきなどと指摘.憲法に絡む問

題をヲリアするためにも.上院の枇進手続きを踏むよう求めた.

問書員長は、新枠組みをめぐる比米交法が始まった2013年8月にも同様の見解を示して、現政

権に慎重な対応を迫った.

比米棺互防衛条約を補完する国際協定の代表格は、本格的な合同演習実施を可能にした「訪問

米軍地位協定J(VFA).エストラず政権下の1999年2月に署名され.同年5月の上院批進を経

て発効した.

アロヨ前政権下回2002年 11月に調印された『比米相互補給支援協定J(MLSA)も、同条約を補

完する肉容だった.ギンゴナ副大統領=当時=ら政権内からも上院批准を求める声が出たが‘

間前政権は『行政協定のため批准不要』との立場を最後まで崩さなかった。(酒井善彦)


